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A. 目的 本調査の目的は、全国で展開されている地

研究要旨 

目的：本調査の目的は、全国で展開されている地域・職域連携推進協議会の展開上の課題を

明らかにすることである。 

方法：2017 年度に実施した二次医療圏保健所と労働基準監督署の地域・職域連携協議会等

（以下、協議会）の実施状況を調査した結果を、本研究班でまとめたプロセス評価シートの

各項目に当てはめて分析した。二次医療圏域保健所の調査結果では 256 件より回答があり、

そのうち地域・職域連携推進協議会を持っていると回答した 226 件を分母として考えた。ま

た、労働基準監督署は 306 件の回答があり、そのうち、調査時点で地域・職域連携協議会に

委員として参画していると回答した 209 件を分母として割合を算出した。 

結果：地域・職域連携推進事業を展開する最初のステップで、二次医療圏域では約 4 分の１

が地域の健康課題が明確にできていないという状況であった。また労働基準監督署の回答も

「協議会が取り組むべき健康課題の明確化」に課題があるとしたものが約 4 分の 1 であっ

た。また、活動目標に具体的な数値目標が記されているのは 1 か所のみであり、方向性が書

かれているところが多かった。次に、実施上の留意事項については、労働基準監督署の回答

では「役割が明確になっているか」という問いに対して、できていない、あまりできていな

いが約 4 分の 1 であり、「参加するメリットを感じているか」では、全く感じない、あまり

感じないが併せて 40％を超えていた。 

さらに、評価の実施の項目では、目標に対して何らかの評価をしていたのは約 90％であった

が、その内容としては、「あまり達成できなかった」と「達成できなかった」とを併せて 38％

であった。 

結論：課題を明確にし、それに応じた事業展開と評価を行うという PDCA の一連のサイク

ルの入り口で問題があり、それが後のステップに影響していることが推察された。また、協

議会を効果的に進めるため、事務局は参加者が共通に取り組むべき課題と協議会に参加する

メリットを感じることができるような工夫を講じる必要があると言えよう。 
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域・職域連携推進協議会の展開上の課題を明

らかにすることである。。 

B. 方法 

本研究班で作成した「地域・職域連携推進

事業活性化ツール」の中に組み入れているプ

ロセス評価シートの項目を使用して、2017 年

度に本研究班で行った調査結果を活用し、全

国レベルでの地域・職域連携における実施運

営上の課題を分析した。 

プロセス評価項目は 2018 年度に作成した

地域・職域連携推進事業ハンドブック（2018

年度版）に組み込んだものをもとに、2019 年

9 月に出された「地域・職域連携ガイドライ

ン」（これからの地域・職域連携推進の在り方

に関する検討会）（以下、ガイドライン改訂版）

に組み入れられた内容を一部加えて、再編成

を行った。 

また、2017 年度に実施した地域・職域連携

推進事業関係者に質問紙調査の内、二次医療

圏保健所への調査結果及び労働基準監督所

への調査結果を分析対象とした。二次医療圏

保健所は地域特性に適した連携事業を行う

第一線であることと、二次医療圏域の地域・

職域連携協議会に参加している労働者側の

機関としては数も多く、政府の機関である重

要な機関であると考えたからであった。 

倫理的配慮としては、2017 年度の二次医療

圏域及び労働基準監督署の調査については、

地域・職域連携推進事業の活性化につなげる

要因の分析を目的として、国際医療福祉大学

の倫理員会の承認を得て実施したものであ

る。本報告と同じ目的であるため、目的外使

用となるものではない。 

 

C. 結果 

2018 年度版プロセス評価項目は、課題明

確化と目標設定（6 項目）、実施上の留意事

項（7 項目）、評価（5 項目）、事務局体制（５

項目）の 23 項目であった（表１）。ガイド

ライン改訂版では、「評価は、ストラクチャ

ー・プロセス・アウトプット・アウトカムの

観点から行う」という枠組みでまとめられ

ていた。そこで、プロセス評価項目の構造

を、課題の明確化と目標（E-1)、実施上の留

意事項（E-2)、プロセス評価：評価の実施

（E-3)、構造評価（E-4)、プロセス評価：開

催予定と議事録（E-5)に再編した（表２）。

また、「E1-7 連携事業の評価指標が関係機

関それぞれが策定する目標に組み込まれて

いる」「E5-4 各機関の業務とリソースを共

有している」「E5-5 連携事業について関係

機関に必要な情報が提供されている（ホー

ムページでの公開など）」の 3 項目を追加し

て、26 項目として再編した。 

 各プロセス評価項目に対応する調査項目

及びその結果は、表 3 に記載した。 

 二次医療圏域保健所の調査結果では 256

件より回答があり、そのうち地域・職域連携

推進協議会を持っていると回答した 226 件

を分母として考えた。また、労働基準監督署

は 306 件の回答があり、そのうち、調査時

点で地域・職域連携協議会に委員として参

画していると回答した 209 件を分母として

割合を算出した、 

 以下、表３の分類に従って結果を表記す

る。 

 

１）課題の明確化と目標（E-1） 

（１）「E1-1 地域の働く世代の健康課題が

明確にできている」については、二次医療圏

保健所の調査「【6】当該協議会が取り組む

べき健康課題は何か」に「明確ではない」と
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回答したものとした。「明確ではない」と回

答したところは 57 件（25.1％）であった。

約75％が取り組むべき課題は明確であると

回答していた。 

労働基準監督署調査の「【８】協議会に参

加していて課題だと感じるところを教えて

ください」の内、「地域保健や関係機関にお

ける健康課題の分析」「協議会が取り組むべ

き健康課題の明確化」の回答状況を分析し

た。労働基準監督署の回答「地域保健や関係

機関における健康課題の分析」に課題あり

と回答したのは 36 件（17.2％）、課題なし

157 件（75.1％）、未回答 16 件（7.7%）で

あった。同じく、「協議会が取り組むべき健

康課題の明確化」に課題ありと回答した者

は 48件（23.0％）、課題なし 144件（68.9％）、

未回答 17（8.1％）であった。 

（２）「E1-2 取り組む目的が明確になって

いる」については、 該当する質問項目がな

かった。 

（３）「E1-3 中期的な目標を設定している」

については、労働基準基準監督署向けの調

査「【８】協議会に参加していて課題だと思

うところを教えてください」の内、「協議会

の中期目標の設定」の回答状況を分析した。

二次医療圏の協議会に参加していると回答

した 209 件の内、課題ありと回答したのが、

48 件（23.0％）であった。課題なし 139 件

（66.5％）、無記入 22 件（10.5％）であっ

た。306 件の回答があり、地域・職域連携推

進協議会に現在参加していると回答のあっ

た 209 件を分母とした。二次医療圏の協議

会に参加していると回答した 209 件の内、

課題ありと回答したのが、48 件（23.0％）

であった。課題なし 139 件（66.5％）、無記

入 22 件（10.5％）であった。 

（４）「E1-4 年度の目標を設定している」

については、二次医療圏保健所の調査「【7】

平成 28 年度の当該協議会における健康課

題への取り組み目標を記載してください」

に回答のあったところを分析した。結果で

は、目標に方向性や事業の実施など具体的

な記載のあったところが 195 件（86.3％）

が平成 28 年度の目標を設定していた。その

内、明確な数値目標が確認できたのは 1 か

所のみであったが、割合、率の増加、減少と

いったように率・割合で記載のあったとこ

ろは 43 件であった。それ以外のところはで

は「健康づくり対策の推進」「中小企業にお

ける生活習慣病対策」といった事業内容等

を示す記載であった。また、29 年度につい

て記載のあったところは 215 件（95.1％で

あった）であり、添うように率・割合などの

記載のあったものは 32 件であった。 

（５）「E1-5 取り組み目標を健康増進計画

と関連させている」については、当該調査項

目はなかった。 

（６）「E1-6 事業ごとの実施目標値（評価

項目/評価指標）を設定できている」につい

ては、上記 E1-4 の結果を再掲した。 

（７）「E1-7 連携事業の評価指標が関係機

関それぞれが策定する目標に組み込まれて

いる」については、当該調査項目はなかっ

た。 

 

２）実施上の留意事項（E-2） 

（１）「E2-1 ワーキングを設置している」

については、二次医療圏保健所の調査「【13】

ワーキングの設置状況に関する質問項目」

に回答があったところを分析した。その結

果、ワーキングを 1 つ以上設置しているの

は 74 件（32.7％）であった。ワーキングの
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設置数は 1 つが 50 件、2 つが 19 件であっ

た。 

（２）「E2-2 目標に応じた参加機関は適切

である」については、二次医療圏保健所の調

査「【３】前述の期間以外で連携が必要な団

体機関など」に回答があったところを分析

した。協議会を設置しているのは 256 件の

内 226 件であった。その内、左の設問に記

載があったのは 83 件であった。63.3％が現

状の参加機関だけでは不十分と考えていた。 

（３）「E2-3 関係機関と健康課題や目的・

目標を共通認識できている」については、労

働基準監督署調査「【７】ご回答者の協議会

に対するお考え（認識）を教えてください」

の内、「協議会の目的を理解していますか」

の回答状況を分析した。二次医療圏の協議

会に参加していると回答した 209 件の内、

目的を理解しているかという問いに対して、

あまりできていない 14 件（7.2%）、ある程

度できている 112 件（57.4%）、できている

69 件（35.4%）であった。92.8％は協議会

の目的を理解していた。 

（４）「E2-4 協議会に参加する意義、メリ

ット、役割を関係機関に説明している」につ

いては、労働基準監督署調査「【８】ご回答

者の協議会に対するお考え（認識）を教えて

ください」の内、「協議会における労働基準

運監督署の役割が明確になっていますか」

及び「協議会に参加することのメリットを

感じていますか」の回答状況を分析した。協

議会における労働基準監督署の役割が明確

になっているかという問いに対して、全く

できていないが、5 件（2.6％）、あまりでき

ていない 48 件（24.6%）、ある程度できて

いる９７件（49.7％）、できている 45 件

（23.1％）であった。72.8%が自組織の役割

を理解していた。また、協議会に参加するメ

リットについては、全く感じない 6 件

（3.1%）、あまり感じない 75 件（39.3％）、

ある程度感じる 86 件（45.0%）、強く感じ

る 12.6%）であり、メリットを感じていた

のは 57.3％であった。 

（５）「E2-5 協議会の推進に当たって、自

地域の強みを把握している」については、当

該調査項目はなかった。 

（６）「E2-6 協議会の推進に当たって、阻

害要因を把握している」については、当該調

査項目はなかった。 

（７）「E2-7 協議会やワーキングのキーパ

ーソンを把握している」については、二次医

療圏保健所の調査「【2】協議会に現在参加

している機関で特に活躍を期待するところ」

に回答のあったものを分析した。協議会を

制度として持っている 226 か所の内、211

件（93.4％）で記載があった。記載の多かっ

た組織は、市町村の衛生行政担当で 120 件、

次いで協会けんぽ都道府県支部で 75 件で

あった。 

 

３）プロセス評価：評価の実施（E-3） 

（１）「E3-1 年度ごとの実施状況の評価を

している」については、二次医療圏保健所の

調査「【８】平成 28 年度の健康課題への目

標に対して、評価はどうでしたか」「そのよ

うに考える理由」の回答状況を分析した。協

議会の有る 226 件の内、201 件（88.9%）が

評価について回答していた。達成できた 4

件（2.0%）、おおむね達成できた 120 件

（59.7%）、あまり達成できなかった 67 件

（33.3%）、達成できなかった 10 件（5.0％）

であった。 

（２）「E3-2 評価結果を参加機関と共有し
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ている」については、二次医療圏保健所の調

査「【12】平成 28 年度協議会の活動内容（連

携推進事業等）をまとめた報告書などを公

開しましたか」の回答状況を分析した。報告

書などを作成し、公表していると回答した

のは 96 件(42.5%)であり、一方、作成して

いないのは 73 件(32.3% )であった。 

（３）「E3-3 中期的な評価はしている」に

ついては、については、当該調査項目はなか

った。 

（４）「E3-4 関係機関が意義・役割を認識

して事業に参加していた」については、上記

E2-3、E2-4 を当てはめてた（再掲）。 

（５）「E3-5 対象者や対象事業所反応があ

った/満足度が高かった」については、当該

調査項目はなかった。 

 

４）構造評価（E-4) 

（１）「E4-1 事務局の人員が確保できてい

る」については、該当する質問項目はなかっ

た。 

（２）「E4-2 実施事業の予算が確保できて

いる」については、該当する質問項目はなか

った。 

 

５）プロセス評価：開催予定と議事録（E-5) 

（１）「E5-1 開催月の予定を立てている」

については、該当する質問項目はなかった。 

（２）「E5-2 議事録を作成している」及び、

「E5-3 議事録を共有している」について

は、二次医療圏保健所の調査「【11】平成 28

年度の協議会の議事録を作成し、構成員で

共有したか」への回答状況を分析した。作成

し、共有していると回答したところが 70 件

（31.0％）、作成していない 26件（11.5％％）

であった。 

（３）「E5-4 各機関の業務とリソースを共

有している」については、労働基準監督署調

査の「【５】当該保健所の地域・職域連携推

進事業の中で、貴労働基準監督署の協力譲

許・協力可能性について教えてください」の

内、「労働衛生に関するパンフレットや資料

を協議会等へ提供」「協議会から提供された

パンフレットや文書を関係機関へ配布」「労

働基準監督署主催の説明会などでの健康教

育の時間や場の提供」の回答状況を分析し

た。結果では、「労働衛生に関するパンフレ

ットや資料を協議会等へ提供」では協力し

ていると回答した者は 169 件（80.4%）、「協

議会から提供されたパンフレットや文書を

関係機関へ配布」で協力としていると回答

した者は 105 件（50.2％）、「労働基準監督

署主催の説明会などでの健康教育の時間や

場の提供」で 84 件（40.2％）が協力してい

た。 

（４）「E5-5 連携事業について関係機関に

必要な情報が提供されている（ホームペー

ジでの公開など）」については、上記 E3―

２と同じ内容であった（再掲）。 

 

D. 考察 

課題の明確化と目標（E-1）に関する評価

項目の内容は、地域の働く世代の健康課題

を明確にして、取り組み目標につなげてい

るかどうかということを評価する項目であ

る。 

地域・職域連携推進事業を展開する最初

のステップである E1-1 については、二次医

療圏域では約 4 分の１が地域の健康課題が

明確にできていないという状況であった。

また労働基準監督署の回答も「協議会が取

り組むべき健康課題の明確化」に課題があ



 

                                                                    (別添 ４) 

12 

 

るとしたものが約 4 分の 1 であったことよ

り、2017 年時点では、このステップに課題

があったことが分かった。その状況を反映

して、中期的な目標の設定においても、労働

基準監督署の回答では約 4 分の１が課題あ

りと回答していた。また、活動目標について

は自由記載であったため、書かれた内容か

ら読み取るしかなかったが、具体的な数値

目標が記されているのは 1 か所のみであり、

方向性が書かれているところが多かった。 

  以上のことより、課題を明確にし、目標設

定から連携事業につなげていくというステ

ップに課題があるといえるであろう。地域・

職域連携推進事業を展開するためには、基

本的には、健康増進計画を土台にし、医療保

険者のデータヘルス計画などを活用するす

ることが重要である。 

次に、実施上の留意事項は協議会の運営

をスムーズに効果的に進めるための工夫な

どを評価項目に挙げている。地域・職域連携

推進事業にはそれぞれの参加機関が目的を

共有し、協議会に参加することのメリット

を感じていることが重要である。しかしな

がら、労働基準監督署の回答では「役割が明

確になっているか」という問いに対して、で

きていない、あまりできていないが約 4 分

の 1 であり、「参加するメリットを感じてい

るか」では、全く感じない、あまり感じない

が併せて 40％を超えており、ここに大きな

課題があるといえる。参加者が協議会の目

的を理解し、メリットを感じ、主体的に参加

するためには、ワーキングの設置が重要で

ある。ガイドラインは、ガイドライン改訂版

にも「地域・職域連携推進協議会の効果的な

運営」の中にワーキングを設置し、「具体的

な事業の企画・実施に向けて意見交換を行

い、現状分析や実施計画の企画立案、運営、

評価を行う」とあるが、ワーキングを設置し

ているのは 32.7％であり、設置が進んでい

ない状況であった。協議会を効果的に進め

るための事務局の工夫という点に関しては

課題があるといえる。 

さらに、評価の実施の項目では、目標に対

して何らかの評価をしていたのは約90％で

あったが、その内容としては、「あまり達成

できなかった」と「達成できなかった」とを

併せて 38％であった。達成できなかった要

因を分析することが必要であるが、実施上

の留意事項の中でも労働基準監督署が役割

の理解や参加のメリットを感じている割合

が低かったことが関係していることが推察

される。 

開催予定と議事録に関しては、協議会等

の議事録は作成しているが、共有されてい

ないところが多いこと、報告書などを作成

していないところも約 30％あり、改善でき

るのりしろであるといえる。これらの事項

も参加組織が自らの役割を認識し、協議会

に参加するメリットを明確にしていくこと

につながっているのではないかと考えられ

る。 

 

E．まとめ 

二次医療圏保健所と労働基準監督署の調

査結果を、プロセス評価シートの項目に照

らし合わせて分析した。その結果、地域の働

く世代の健康課題を明らかにするという段

階で約25％の二次医療圏保健所と労働基準

監督署で課題を感じていた。また、評価の実

施状況では 38%の保健所が前年度の活動に

対して達成できなかったと考えていた。さ

らに、労働基準監督署の調査では協議会に
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参加するメリットを感じていないところが

40％を超えていた。 

以上のことより、課題を明確にし、それ

に応じた事業展開と評価を行うという

PDCA の一連のサイクルの入り口で問題が

あり、それが後のステップに影響している

ことが推察された。また、協議会を効果的に

進めるため、事務局は参加者が共通に取り

組むべき課題と協議会に参加するメリット

を感じることができるような工夫を講じる

必要があると言えよう。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

文末に記載 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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表 1.  2018 年度版のプロセス評価シート 

 

 

できている できていない

E1-1　地域の働く世代の健康課題が明確にできている □ □

E1-2　取り組む目的が明確になっている □ □

E1-3　中期的な目標を設定している □ □

E1-4　年度の目標を設定している □ □

E1-5　取り組み目標を健康増進計画と関連させている □ □

E1-6　事業ごとの実施目標値（評価項目/評価指標）を設定で

きている
□ □

E2-1　ワーキングを設置している □ □

E2-2　目標に応じた参加機関は適切である □ □

E2-3　関係機関と健康課題や目的・目標を共通認識できている □ □

E2-4　協議会に参加する意義、メリット、役割を関係機関に説

明している
□ □

E2-5　協議会の推進に当たって、自地域の強みを把握している □ □

E2-6　協議会の推進に当たって、疎外要因を把握している □ □

E2-7　協議会やワーキングのキーパーソンを把握している □ □

E3-1　年度ごとの実施状況の評価をしている □ □

E3-2　評価結果を参加機関と共有している □ □

E3-3　中期的な評価はしている □ □

E3-4　関係機関が意義・役割を認識して事業に参加していた。 □ □

E3-5　対象者や対象事業所反応があった/満足度が高かった □ □

E4-1　事務局の人員が確保できている □ □

E4-2　実施事業の予算が確保できている □ □

E4-3　開催月の予定を立てている □ □

E4-4　議事録を作成している □ □

E4-5　議事録を共有している □ □

事

務

局

体

制

（

E

-

4

)

項目

課

題

の

明

確

化

と

目

標

（

E

-

1

)

実

施

上

の

留

意

事

項

（

E

-

2

)
評

価

（

E

-

3

)
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表２ 201９年度版のプロセス評価シート 

 

 

 

できている できていない

E1-1　地域の働く世代の健康課題が明確にできている □ □

E1-2　取り組む目的が明確になっている □ □

E1-3　中期的な目標を設定している □ □

E1-4　年度の目標を設定している □ □

E1-5　取り組み目標を健康増進計画と関連させている □ □

E1-6　事業ごとの実施目標値（評価項目/評価指標）を設定できている □ □
E1-7　連携事業の評価指標が関係機関それぞれが策定する目標に組み込まれて

いる
□ □

E2-1　ワーキングを設置している □ □

E2-2　目標に応じた参加機関は適切である □ □

E2-3　関係機関と健康課題や目的・目標を共通認識できている □ □

E2-4　協議会に参加する意義、メリット、役割を関係機関に説明している □ □

E2-5　協議会の推進に当たって、自地域の強みを把握している □ □

E2-6　協議会の推進に当たって、疎外要因を把握している □ □

E2-7　協議会やワーキングのキーパーソンを把握している □ □

E3-1　年度ごとの実施状況の評価をしている □ □

E3-2　評価結果を参加機関と共有している □ □

E3-3　中期的な評価はしている □ □

E3-4　関係機関が意義・役割を認識して事業に参加していた。 □ □

E3-5　対象者や対象事業所反応があった/満足度が高かった □ □

E4-1　事務局の人員が確保できている □ □

E4-2　実施事業の予算が確保できている □ □

E5-1　開催月の予定を立てている □ □

E5-2　議事録を作成している □ □

E5-3　議事録を共有している □ □

E5-4　各機関の業務とリソースを共有している □ □
E5-5　連携事業について関係機関に必要な情報が提供されている（ホームペー

ジでの公開など）
□ □

プ
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表３ 二次医療圏域におけるプロセス評価表項目の実態 

 

 

該当する質問項目 その結果

E1-1　地域の働く世代の健康課題が明

確にできている

☆二次医療圏保健所の調査「【6】当該協議会が取り組む

べき健康課題は何か」に明確ではないと回答したところ

◎労働基準監督署調査の「【８】協議会に参加していて

課題だと感じるところを教えてください」の内、「地域

保健や関係機関における健康課題の分析」「協議会が取

り組むべき健康課題の明確化」の回答

☆二次医療圏域の回答「明確ではない」と回答したところ

は57件であり、25.1％であった。約75％が取り組むべき課

題は明確であると回答していた。

◎労働基準監督署の回答「地域保健や関係機関における健

康課題の分析」に課題ありと回答したのは36件

（17.2％）、課題なし157件（75.1％）、未回答16件

（7.7%）であった。同じく、「協議会が取り組むべき健康

課題の明確化」に課題ありと回答した者は48件

（23.0％）、課題なし144件（68.9％）、未回答17

（8.1％）であった。

E1-2　取り組む目的が明確になってい

る
当該調査項目なし

E1-3　中期的な目標を設定している

◎労働基準基準監督署向けの調査「【８】協議会に参加

していて課題だと思うところを教えてください」の内、

「協議会の中期目標の設定」の回答状況

二次医療圏の協議会に参加していると回答した209件の

内、課題ありと回答したのが、48件（23.0％）であった。

課題なし139件（66.5％）、無記入22件（10.5％）であっ

た。

E1-4　年度の目標を設定している

☆二次医療圏保健所の調査「【7】平成28年度の当該協議

会における健康課題への取り組み目標を記載してくださ

い」に回答のあったところ

目標に方向性や事業の実施など具体的な記載のあったとこ

ろが195件（86.3％）が平成28年度の目標を設定してい

た。その内、明確な数値目標が確認できたのは1か所のみ

であったが、割合、率の増加、減少といったように率・割

合で記載のあったところは43件であった。それ以外のとこ

ろはでは「健康づくり対策の推進」「中小企業における生

活習慣病対策」といった事業内容等を示す記載であった。

また、29年度について記載のあったところは215件

（95.1％であった）であり、添うように率・割合などの記

載のあったものは32件であった。

E1-5　取り組み目標を健康増進計画と

関連させている
当該調査項目なし

E1-6　事業ごとの実施目標値（評価項

目/評価指標）を設定できている
上記E1-4 上記E1-4

E1-7　連携事業の評価指標が関係機関

それぞれが策定する目標に組み込まれ

ている

当該調査項目なし

E2-1　ワーキングを設置している
☆二次医療圏保健所の調査「【13】ワーキングの設置状

況に関する質問項目」に回答があったところ

ワーキングを1つ以上設置しているのは74件（32.7％）で

あった。ワーキングの設置数は1つが50件、2つが19件で

あった。

E2-2　目標に応じた参加機関は適切で

ある

☆二次医療圏保健所の調査「【３】前述の期間以外で連

携が必要な団体機関など」に回答があったところ

協議会を設置しているのは256件の内226件であった。その

内、左の設問に記載があったのは83件であった。63.3％が

現状の参加機関だけでは不十分と考えていた。

E2-3　関係機関と健康課題や目的・目

標を共通認識できている

◎労働基準監督署調査「【７】ご回答者の協議会に対す

るお考え（認識）を教えてください」の内、「協議会の

目的を理解していますか」

二次医療圏の協議会に参加していると回答した209件の

内、目的を理解しているかという問いに対して、あまりで

きていない14件（7.2%）、ある程度できている112件

（57.4%）、できている69件（35.4%）であった。92.8％

は協議会の目的を理解していた。

E2-4　協議会に参加する意義、メリッ

ト、役割を関係機関に説明している

◎労働基準監督署調査「【８】ご回答者の協議会に対す

るお考え（認識）を教えてください」の内、「協議会に

おける労働基準監督署の役割が明確になっていますか」

＆「協議会に参加することのメリットを感じています

か」

協議会における労働基準監督署の役割が明確になっている

かという問いに対して、全くできていないが、5件

（2.6％）、あまりできていない48件（24.6%）、ある程度

できている９７件（49.7％）、できている45件（23.1％）

であった。72.8%が自組織の役割を理解していた。また、

協議会に参加するメリットについては、全く感じない6件

（3.1%）、あまり感じない75件（39.3％）、ある程度感じ

る86件（45.0%）、強く感じる12.6%）であり、メリット

を感じていたのは57.3％であった。

E2-5　協議会の推進に当たって、自地

域の強みを把握している
当該調査項目なし

E2-6　協議会の推進に当たって、阻害

要因を把握している
当該調査項目なし

E2-7　協議会やワーキングのキーパー

ソンを把握している

☆二次医療圏保健所の調査「【2】協議会に現在参加して

いる機関で特に活躍を期待するところ」に回答のあった

もの

協議会を制度として持っている226か所の内、211件

（93.4％）で記載があった。記載の多かった組織は、市町

村の衛生行政担当で120件、次いで協会けんぽ都道府県支

部で75件であった。

項目

課

題

の

明

確

化

と

目

標

（

E

-

1

)

実

施

上

の

留

意

事

項

（

E

-

2

)



 

                                                                    (別添 ４) 

17 

 

表３ 二次医療圏域におけるプロセス評価表項目の実態 続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する質問項目 その結果

E3-1　年度ごとの実施状況の評価をし

ている

☆二次医療圏保健所の調査「【８】平成28年度の健康課

題への目標に対して、評価はどうでしたか」「そのよう

に考える理由」

協議会の有る226件の内、201件（88.9%）が評価について

回答していた。達成できた4件（2.0%）、おおむね達成で

きた120件（59.7%）、あまり達成できなかった67件

（33.3%）、達成できなかった10件（5.0％）であった。

E3-2　評価結果を参加機関と共有して

いる

☆二次医療圏保健所の調査「【12】平成28年度協議会の

活動内容（連携推進事業等）をまとめた報告書などを公

開しましたか」の回答状況

作成し、公表していると回答したのは96件(42.5%)であ

り、一方、作成していないのは73件(32.3% )であった。

E3-3　中期的な評価はしている 該当する質問項目なし

E3-4　関係機関が意義・役割を認識し

て事業に参加していた
上記E2-3,E2-4 上記E2-3,E2-4

E3-5　対象者や対象事業所反応があっ

た/満足度が高かった
該当する質問項目なし

E4-1　事務局の人員が確保できている 該当する質問項目なし

E4-2　実施事業の予算が確保できてい

る
該当する質問項目なし

E5-1　開催月の予定を立てている 該当する質問項目なし

E5-2　議事録を作成している

E5-3　議事録を共有している

E5-4　各機関の業務とリソースを共有

している

◎労働基準監督署調査の「【５】当該保健所の地域・職

域連携推進事業の中で、貴労働基準監督署の協力譲許・

協力可能性について教えてください」の内、「労働衛生

に関するパンフレットや資料を協議会等へ提供」「協議

会から提供されたパンフレットや文書を関係機関へ配

布」「労働基準監督署主催の説明会などでの健康教育の

時間や場の提供」の回答状況

「労働衛生に関するパンフレットや資料を協議会等へ提

供」では協力していると回答した者は169件（80.4%）、

「協議会から提供されたパンフレットや文書を関係機関へ

配布」で協力としていると回答した者は105件

（50.2％）、「労働基準監督署主催の説明会などでの健康

教育の時間や場の提供」で84件（40.2％）が協力してい

た。

E5-5　連携事業について関係機関に必

要な情報が提供されている（ホーム

ページでの公開など）

上記E3－2 上記E3－2

作成し、共有していると回答したところが70件

（31.0％）、作成していない26件（11.5％％）であった。

☆二次医療圏保健所の調査「【11】平成28年度の協議会

の議事録を作成し、構成員で共有したか」への回答状況

プ

ロ

セ

ス

評

価

：

評

価

の

実

施

（

E

-

3

)

構

造

評

価

（

E

-

4

)

プ

ロ

セ

ス

評

価

：

開

催

予

定

と

議

事

録

（

E

-

5

)

項目


